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税
し
な
い
滞
納
者
に
対
し
て
は
、

財
産
調
査
を
行
い
、
判
明
し
た
財

産
を
差
し
押
さ
え
ま
す
。

①
財
産
調
査

　
何
ら
か
の
事
情
で
納
税
で
き
な

い
場
合
を
考
慮
し
、
文
書
や
電
話

な
ど
で
市
税
の
納
付
を
促
し
ま
す
。

そ
れ
で
も
相
談
や
納
税
が
な
い
場

合
は
、
法
律
に
基
づ
き
、
事
前
了

承
な
く
滞
納
者
の
財
産
調
査
（
金

融
機
関
や
勤
務
先
、
取
引
先
な
ど

へ
照
会
）
を
行
い
ま
す
。

②
差
し
押
さ
え

　
差
し
押
さ
え
を
す
る
財
産
の
対

象
は
、
預
貯
金
、
給
与
、
年
金
、

国
税
還
付
金
、
生
命
保
険
、
不
動

産
、
売
掛
金
、
自
動
車
＝
写
真
、

そ
の
他
の
債
権
な
ど
で
す
。

　
法
律
に
基
づ
き
、
事
前
了
承
な

し
に
差
し
押
さ
え
を
実
施
し
ま
す
。

③
捜
索

　
財
産
を
発
見
で
き
な
い
と
き
は
、

市
職
員
が
滞
納
者
宅
な
ど
に
強
制

的
に
立
ち
入
り
、
捜
索
し
ま
す
。

こ
の
捜
索
に
は
、
法
律
の
規
定
に

よ
っ
て
、
滞
納
者
の
同
意
や
裁
判

所
の
令
状
を
必
要
と
し
ま
せ
ん
。

ま
た
、
滞
納
者
が
不
在
の
と
き
は

専
門
業
者
に
依
頼
し
、
鍵
を
開
錠

し
た
上
で
捜
索
し
、
発
見
し
た
財

産
を
差
し
押
さ
え
ま
す
。

④
差
し
押
さ
え
た
財
産
を
現
金
化

　
預
貯
金
や
給
料
な
ど
が
あ
る
場

合
は
、
銀
行
や
勤
務
先
に
対
し
て

差
し
押
さ
え
を
実
施
し
ま
す
。
動

産
や
不
動
産
な
ど
は
、
公
売
に
よ

っ
て
現
金
化
し
、
税
に
充
て
て
い

ま
す
。

⑤
延
滞
金

　
納
期
限
ま
で
に
納
税
さ
れ
た
方

と
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
、
納
期

限
を
過
ぎ
た
納
税
に
は
、
延
滞
金

を
加
算
し
ま
す
。
う
っ
か
り
納
め

忘
れ
た
場
合
に
も
同
様
に
加
算
し

ま
す
。
必
ず
納
期
限
内
に
納
め
ま

し
ょ
う
。

▼
延
滞
金
（
今
年
１
月
１
日
〜
）

　
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
ヵ
月
を

経
過
す
る
日
ま
で
＝
２
・
６
パ
ー

セ
ン
ト
▽
そ
れ
以
降
＝
８
・
９
パ

ー
セ
ン
ト

▼
問
合
せ　
税
務
課
収
税
対
策
担

当
（
市
役
所
内
線
２
４
１
、
３
８

９
）

事
業
主
の
皆
さ
ん
は…

　
県
と
県
下
全
て
の
市
町
で
は
、

平
成
30
年
度
か
ら
個
人
住
民
税
の

特
別
徴
収
を
徹
底
し
て
い
ま
す
。

　

 「
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
」

と
は
、
従
業
員
の
給
与
か
ら
個
人

住
民
税
を
天
引
き
し
、
従
業
員
に

代
わ
っ
て
事
業
主
が
毎
月
、
市
に

税
金
を
納
入
す
る
制
度
で
す
。
所

得
税
の
源
泉
徴
収
義
務
の
あ
る
事

業
主
の
皆
さ
ん
に
、
地
方
税
法
と

条
例
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
特
別
徴
収
が
不
要
な
場
合
は
法

令
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
原
則
事

業
主
が
特
別
徴
収
を
す
る
か
、
し

な
い
か
を
決
め
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
制
度
へ
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

従
業
員
の
皆
さ
ん
は…

　
今
年
度
か
ら
給
与
所
得
の
個
人

　
西
脇
市
で
は
税
の
公
平
性
と
、

自
主
財
源
で
あ
る
市
税
収
入
の
確

保
の
た
め
、
滞
納
整
理
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

　
納
付
資
力
が
あ
り
な
が
ら
、
納

市
税
は
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

12
月
は
「
税
収
確
保
重
点
月
間
」
で
す

市
の
大
切
な
財
源
と
な
る
市
税
の

納
め
忘
れ
が
な
い
か
確
認
を

住
民
税
を
給
与
か
ら
天
引
き
（
特

別
徴
収
）
に
よ
っ
て
納
め
て
い
た

だ
く
よ
う
に
事
業
主
の
皆
さ
ん
に

お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　
従
業
員
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
、

納
め
忘
れ
が
な
く
な
っ
た
り
、
金

融
機
関
な
ど
へ
行
く
必
要
が
な
く

な
っ
た
り
す
る
ほ
か
、
年
４
回
払

い
の
普
通
徴
収
に
比
べ
て
、
年
12

回
払
い
の
給
与
天
引
き
の
方
が
、

１
回
の
納
付
額
が
少
な
く
な
る
な

ど
の
利
点
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
合
せ　
税
務
課
（
市
役
所
内

線
３
７
９
）

　
や
む
を
得
な
い
事
情
で
納
期
内

の
納
税
が
困
難
な
方
に
、
徴
収
を

猶
予
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
納

期
限
が
過
ぎ
る
前
に
、
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
税
務
課
収
税
対
策
担

当
（
市
役
所
内
線
２
４
１
、
３
８

９
）

　
金
融
機
関
の
窓
口
か
市
役
所
税

務
課
に
、
預
金
通
帳
、
銀
行
届
出

印
、
納
税
通
知
書
な
ど
を
持
参
し
、

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
一
度
登

録
す
る
と
、
翌
年
度
以
降
は
自
動

的
に
引
き
落
と
し
さ
れ
ま
す
。

▼
口
座
振
替
が
で
き
る
金
融
機
関

　
三
井
住
友
銀
行
▽
但
馬
銀
行
▽

み
な
と
銀
行
▽
中
兵
庫
信
用
金
庫

▽
近
畿
労
働
金
庫
▽
播
州
信
用
金

庫
▽
兵
庫
県
信
用
組
合
▽
み
の
り

農
業
協
同
組
合
▽
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

▼
問
合
せ　
税
務
課
（
市
役
所
内

線
２
４
１
、
３
８
９
）

　
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
24
時
間
３
６
５
日
、
市
税
の

納
付
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
金
融

機
関
の
窓
口
で
も
納
付
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

▼
問
合
せ　
税
務
課
収
税
対
策
担

当
（
市
役
所
内
線
２
４
１
、
３
８

９
）

　10月31日（水）から11月３
日（土・祝 )まで市民会館で、
第66回西脇市美術展覧会を開
催しました。日本画、洋画、
彫塑、工芸、書、写真、デザ
インの７部門の入賞・入選作
品計204点のほか、無鑑査出
品３点を展示しました。
◆問合せ
　生涯学習課（総合市民センター内／☎22-5996）
　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊
　各部門の入賞者は下記のとおりです（敬称略）。
【日本画】最優秀賞＝内海ひさや（姫路市） ◇優秀
賞一席＝井山悠美（三木市） ◇優秀賞二席＝山本美
佐子（赤穂市） ◇奨励賞＝田中明美（洲本市） 、曽
和久美（西脇市）
【洋画】最優秀賞＝三方斌彦（加古川市）  ◇優秀賞
一席＝川北俊治（神戸市） ◇優秀賞二席＝島田勝（豊
岡市） ◇優秀賞三席＝冨原均（西脇市）  ◇奨励賞＝
山居茂樹（豊岡市）、中江和修（三木市）、久保由夫（西
脇市）、藤原かおり（加東市）、辻希望（加東市）
【彫塑】優秀賞＝吉良幸弘（丹波市） ◇奨励賞＝長
谷川邦嘉（京都府）、竹村一博（豊岡市）
【工芸】最優秀賞＝山本諭（加古郡） ◇優秀賞一席
＝澤山幸夫（神戸市） ◇優秀賞二席＝大久保修（朝
来市） ◇優秀賞三席＝冨士原博美（加東市） ◇奨励
賞＝吉田秋雄（神戸市）、福本康博（加古川市）直
原純子（神戸市）
【書】最優秀賞＝西村南嶺（加西市） ◇優秀賞一席＝ 
森脇里美（西脇市） ◇優秀賞二席＝真鍋良子（多可
郡） ◇優秀賞三席＝足立典子（西脇市） ◇奨励賞＝
西倉渓水（丹波市）、工藤祥雲（加西市）、酒井礼子（丹
波市）
【写真】最優秀賞＝高田恭子（加古郡） ◇優秀賞一
席＝小林榮子（小野市） ◇優秀賞二席＝石田泰彦（小
野市） ◇優秀賞三席＝大城戸正憲（西脇市） ◇奨励
賞＝足立章（丹波市）、 杉本伸英（加東市）、藤井
紀夫（加東市）、笹原浩（多可郡）、村上光臣（西脇市）、
大西敏晴（加古郡）、中川達雄（西脇市）、門脇多美
代（三木市）、下田新二郎（丹波市）、坂本ゆかり（西
脇市）
【デザイン】最優秀賞＝早川博唯（伊丹市）◇優秀賞
＝富永信義（西脇市）◇奨励賞＝湯浅和美（西脇市）、
田中茂夫（加古川市）

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
を
徹
底

し
て
い
ま
す

納
税
に
困
っ
た
ら
相
談
を

忘
れ
ず
に
安
心
！
便
利
な
口
座
振

替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

便
利
な
コ
ン
ビ
ニ
納
付
の
利
用
を

◆差し押さえ件数と徴収金額
財産種別 平成28年度 平成29年度 
預貯金 114件 152件 
国税還付金 18件 35件 
不動産 9件 4件 

自動車・軽自動車・動産 6件 7件 
生命保険 27件 20件 
給与 1件 10件 
年金 0件 1件 
出資金等 46件 54件 
合計 221件 283件 
徴収金額 29,792,742円 55,958,836円 

タイヤロックによる財産の差し押さえ

◆滞納処分の流れ

　市税の納期限は、納税通知などでお知らせしています。
①納期限経過

　納期限後 20 日以内に納付がない場合、督促状（督促
手数料 70 円が必要）を発送します。さらに 10 日経過
すると、滞納処分の対象になります。

②督促状の発送

　催告書などで滞納の事実を通知します。予告なく滞納
処分を行うこともあります。

③処分予告を送付

　金融機関や勤務先などに財産調査を行います。
④財産調査

　滞納者の財産を差し押えます（対象は預貯金、給与、年金、
国税還付金、生命保険、不動産、売掛金、自動車など）。

⑤財産の差し押さえ

　差し押さえた財産を売却し、滞納市税に充当します。
⑥公売換価・充当

第66回西脇市美術展覧会審査結果


